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◎県内税務署一覧表

◎市役所・町村役場一覧表

）表代（号番話電地在所名村町市

１１１１－４３－２４７０１－１－１南路大条二市良奈　　　０８５８－０３６〒　市良奈

１０１１－２２－５４７０１－００１中大字大市田高和大　　　１１５８－５３６〒　市田高和大

１５１１－３５－３４７０４－８４２町山郡北市山郡和大　　　８９１１－９３６〒　市山郡和大

１００１－３６－３４７０５０６町城原川市理天　　　５５５８－２３６〒　市理天

１００４－２２－４４７０８１－１－１町木八市原橿　　　６８５８－４３６〒　市原橿

１１１９－２４－４４７０１－２３４殿粟字大市井桜　　　５８５８－３３６〒　市井桜

１００４－２２－７４７０１－１－１町本市條五　　　１０５８－７３６〒　市條五

１００３－２６－５４７０３－１市所御　　　８９２２－９３６〒　市所御

１１１１－４７－３４７０８３－８町新東市駒生　　　８８２０－０３６〒　市駒生

１００２－６７－５４７０７９３１町本市芝香　　　２９２０－９３６〒　市芝香

１００３－９６－５４７０６６１本柿市城葛　　　５９１２－９３６〒　市城葛

０００８－２８－５４７０３－７１足井下原榛市陀宇　　　２９２０－３３６〒　市陀宇

１４００－５８－３４７０１５１西大字大村添山郡辺山　　　４４３２－０３６〒　村添山

１００１－５４－５４７０１－１－１新吉町群平郡駒生　　　５８５８－６３６〒　町群平

１０１２－３７－５４７０１－１－１西野勢町郷三郡駒生　　　５３５８－６３６〒　町郷三

１００１－４７－５４７０２１－７－３西寺隆法町鳩斑郡駒生　　　８９１０－６３６〒　町鳩斑

１１５１－７５－３４７０８５９堵安東字大町堵安郡駒生　　　５９０１－９３６〒　町堵安

１１２２－４４－５４７０１－８２崎結字大町西川郡城磯　　　２０２０－６３６〒　町西川

１００２－４４－５４７０９８６堂伴字大町宅三郡城磯　　　３１２０－６３６〒　町宅三

１０９２－２３－４４７０１－０９８町本原田郡城磯　　　２９３０－６３６〒　町本原田

１０１２－４９－５４７０１－５９４井今字大村爾曽郡陀宇　　　２１２１－３３６〒　村爾曽

１００２－５９－５４７０８６３野菅字大村杖御郡陀宇　　　２０３１－３３６〒　村杖御

４３３３－２５－４４７０１－０９９寺覚観字大町取高郡市高　　　４５１０－５３６〒　町取高

１００２－４５－４４７０５５岡字大村香日明郡市高　　　１１１０－４３６〒　村香日明

１００１－６７－５４７００５３３牧上字大町牧上郡城葛北　　　３９２０－９３６〒　町牧上

１００２－３７－５４７０３２－１－２寺王町寺王郡城葛北　　　１１５８－６３６〒　町寺王

１００１－５５－５４７０１－３８５郷南字大町陵広郡城葛北　　　５１５８－５３６〒　町陵広

００２０－７５－５４７０１－１－１部池町合河郡城葛北　　　１０５８－６３６〒　町合河

１８０３－２３－６４７０１－０８市上字大町野吉郡野吉　　　２９１３－９３６〒　町野吉

１０５５－２５－７４７００９０２本垣桧町淀大郡野吉　　　１０５８－８３６〒　町淀大

１０００－２５－７４７００６９１市下字大町市下郡野吉　　　０１５８－８３６〒　町市下

１３０２－２６－７４７０７７戸寺字大村滝黒郡野吉　　　２９２０－８３６〒　村滝黒

１２３０－３６－７４７００６谷沢字大村川天郡野吉　　　２９３０－８３６〒　村川天

１０１２－７３－７４７０４８股北字大村川迫野郡野吉　　　２９３０－８４６〒　村川迫野

１０００－２６－６４７０１－５２２原小字大村川津十郡野吉　　　３３３１－７３６〒　村川津十

１０００－６－８６４７０３８９内垣寺字大村山北下郡野吉　　　３０８３－９３６〒　村山北下

１０００－２－８６４７００３３合河字大村山北上郡野吉　　　１０７３－９３６〒　村山北上

１１１０－２５－６４７０７－５３３１迫字大村上川郡野吉　　　４９５３－９３６〒　村上川

１４４０－２４－６４７０９９川小字大村野吉東郡野吉　　　２９４２－３３６〒　村野吉東

域区轄管号番話電地在所称名

奈良税務署 〒630－8567  奈良市登大路町８１（奈良合同庁舎内） 0742－26－1201（代） 奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・生駒郡

）代（1272－22－5470５１－１町西市田高和大  3058－536〒署務税城葛
大和高田市・橿原市・五條市・御所市・香芝市

・葛城市・高市郡・北葛城郡

郡陀宇・郡辺山・郡城磯・市陀宇・市井桜）代（1053－24－4470４－５８１殿粟市井桜  5558－336〒署務税井桜

吉野税務署 〒639－3194  吉野郡吉野町丹治２００－１ 0746－32－3385（代） 吉野郡

県内税務署・市役所・町村役場一覧表

電子申告

■複数の地方公共団体に対する申告を１回の
データ送信操作で行うことができます。

■無料のｅＬＴＡＸ対応ソフトウェア（ＰＣ
ｄｅｓｋ）や市販のｅＬＴＡＸ対応税務ソフ
トを使用して、申告書が簡単に作成できます。

■電子申告対象税目■
❖法人住民税 ❖固定資産税（償却資産）
❖法人事業税 ❖個人住民税
❖地方法人特別税 （給与支払い報告書や
❖特別法人事業税 特別徴収関連手続）
❖事業所税

■電子申請、届出 ■
❖法人設立届や異動届等
❖申告手続きに関連した申請・届出手続き

お問い合わせは

◆ 共通納税のメリットは？
①全地方公共団体へ電子納税ができます。
②ダイレクト納付ができます。
③金融機関窓口等へのお出かけが不要になります。
④電子納税で納付事務の負担が軽減されます。
⑤手数料は無料です。

◆ ダイレクト納付とは？
事前に登録した金融機関口座を指定して、直接税金を納付する方式です。
インターネットバンキングの契約が不要で、代理人に依頼して納税することもできます。
また、納付期日を指定する場合にも便利です。

◆ 利用できる時間帯・金融機関は？
時間帯は土日祝日、年末年始を除く８時３０分から２４時まで、金融機関は各銀行、信用金庫、
信用組合など、地方公共団体の指定する金融機関に限らずご利用できます。
※別途、休日に利用できる日があります。

◆領収書について
紙の領収書は発行されませんが、納付済みの確認メッセージや納付履歴が画面上で確認できます。

◆ 共通納税システムとは
全ての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税ができる仕組みです。

電子申請・届出

共通納税

お手続きは自宅や
オフィスから！

便利だね！

インターネットで

まとめて簡単手続き！

エルタックス

詳しくはｅＬＴＡＸのホームページをご覧ください。

▶https://www.eltax.lta.go.jp

ｅＬＴＡＸヘルプデスク
電話番号：０５７０-０８１４５９

（全国一律市内通話料金）
受付時間：平日９：００～１７：００

■ ｅＬＴＡＸの利用手続以外の、
申告、申請・届出、利用届出の内容
や審査、納税に関する お問い合わせは
管轄の県税事務所・市町村までお願い
します。
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